
「第3子以降1・2歳児保育料無償化」のご案内

～多子子育て世帯の経済的負担の軽減に向けて～

令和６年４～８月分の保育料

‣すでにお支払い済みの保育料（利用者負担額）相当額を市から保護者に補助します
※ただし 企業主導型保育施設・和楽保育園に在園の場合は、実際に払った額と
見附市保育料規則に基づく算定額を比較し、低いほうの額を振込

‣対象の方から市へ申請していただく必要があります

申請方法
‣必要書類をご用意のうえ、見附市役所4階 こども課へご提出ください（郵送可）
・第３子以降１・２歳児保育料無償化事業補助金交付申請書
・第３子以降１・２歳児保育料無償化事業補助金交付請求書
・受取口座の情報が分かる 通帳かキャッシュカード等の写し
・保育料納付証明書 ※【認定こども園】【小規模保育施設】【企業主導型保育施設】 のみ

見附市教育委員会こども課

参考 市内の保育施設の区分

【認定こども園】見附天使幼稚園、つぐみ幼稚園、ホップこども園、わかくさ中央こども園、
見附みどりこども園、豊愛名木野こども園、見附どろんこ保育園

【小規模保育施設】わかくさキッズルーム
【私立保育園】杉沢保育園、新潟保育園、ちごし保育園、すみれ保育園
【公立保育園】本所保育園、わかば保育園、桜保育園、和楽保育園
【企業主導型保育施設】すまいる保育園、みつけの保育園

通っている園に請求してください

第2子第3子 第1子

0歳 2歳1歳 18歳

見附市では
１８歳以下（※）の子が３人以上いる家庭の、第３子以降の
１・２歳児の保育料（副食費相当額含む）も新たに無償化！

・・・ ・・・

※令和７年３月３１日時点

無償化

‣申請期限：令和６年１１月２９日（金）

令和６年９月～令和７年３月分の保育料
在園している施設の種類によって無償化の方法が異なります

‣対象者の保育料（利用者負担額）は0円となり、徴収しません

【認定こども園】【小規模保育施設】【私立保育園】【公立保育園】

‣令和6年4～8月分と同様、申請していただき相当分を補助します
‣申請時期にあらためて市よりご案内します

【企業主導型保育施設】

お問い合わせ先 見附市教育委員会 こども課 保育児童クラブ係 0258-62-1700（内線442）


